
こどものへや保育園重要事項説明書 

 

保育の提供の開始にあたり、当園があなたに説明すべき内容は次のとおりです。 

 

1.1.1.1. 施設運営主体施設運営主体施設運営主体施設運営主体    

名 称 社会福祉法人紀心会 

所 在 地 和歌山県田辺市明洋二丁目２３番３８号 

電 話 番 号 ０７３９－２５－２１２６ 

代表者氏名 理事長 牛田 宜男 

 

2.2.2.2. 利用施設利用施設利用施設利用施設    

施 設 の 種 類 保育所 

施 設 の 名 称 こどものへや保育園 

施設の所在地 和歌山県田辺市明洋二丁目２３番３８号 

連 絡 先 
電話・Fax ０７３９－２５－２１２６ 
Mail kishinkai@ares.eonet.ne.jp 

管 理 者 園長 牛田 紀美子 

対 象 児 童 
児童福祉法及び子ども・子育て支援法の定めるところにより保育を

必要とする小学校就学前児童 

利 用 定 員 
満３歳以上の児童       ５５名 
満１歳以上満３歳未満の児童  ２９名 
満１歳未満の児童        ６名 

開 設 年 月 日 平成２４年７月１日 

事 業 所 番 号  

 

3.3.3.3. 施設施設施設施設のののの目的目的目的目的・・・・運営方針運営方針運営方針運営方針    

当園は、以下の運営方針に基づき保育を必要とする児童を日々受け入れ、保育を行うこ

とを目的とします。 

（1） 当園は、保育の提供に当たっては入園する乳児及び幼児（以下「園児」という。）

の最善の利益を考慮し、その福祉を積極的に増進することに最もふさわしい生活の

場を提供するよう努めます。 

（2） 当園は、保育に関する専門性を有する職員が家庭との緊密な連携の下に園児の状況

や発達過程を踏まえ、養護及び教育を一体的に行います。 

（3） 当園は、園児の属する家庭や地域との様々な社会資源との連携を図りながら、園児

の保護者に対する支援及び地域の子育て家庭に対する支援等を行うよう努めます。 

 

4.4.4.4. 当園当園当園当園におけるにおけるにおけるにおける施設施設施設施設・・・・設備等設備等設備等設備等のののの概要概要概要概要    

（1） 施設 

敷地 
敷地全体 園舎敷地 754.88 ㎡ 駐車場 629.4 ㎡ 合計 1,384.28 ㎡ 

園  庭 228 ㎡ 

園舎 
構  造 鉄骨造陸屋根２階建 

延べ面積 １階 247.16 ㎡ ２階 190.70 ㎡ 合計 437.86 ㎡ 

 

 



（2） 主な設備 

区    分 室 数 面  積 備    考 

０歳児室 １ 49.20 ㎡ １階 

１・２歳児室 １ 73.63 ㎡ １階 

３・４歳児室 １ 85.48 ㎡ ２階 

５歳児室 １ 59.51 ㎡ ２階 

事務職員室・医務室 １ 14.48 ㎡ １階 

医務室 １ 3.35 ㎡ １階事務所内 

厨房 １ 33.39 ㎡ １階 

１階内部トイレ １ 14.96 ㎡ １階 

１階多目的トイレ １ 5.68 ㎡ １階 

１階外部トイレ １ 2.22 ㎡ １階 

２階内部トイレ １ 15.50 ㎡ ２階 

その他 

 

80.46 ㎡ 

 

合  計 

 

 437.86 ㎡ 

 

摘  要 

便所の 
状況 

１階 
大便所 ６箇所 うち大人用２箇所 
小便所 ４箇所 うち大人用１箇所 

２階 
大便所 ５箇所 うち大人用１箇所 
小便所 ５箇所 うち大人用０箇所 

 

5.5.5.5. 職員職員職員職員のののの設置状況設置状況設置状況設置状況    

職  種 員数 備考 

園 長 １  

主任保育士 １  

保 育 士 １６  

教 諭 １  

調 理 員 ２  

事 務 員 １  

※ 当園では、上記のとおり「児童福祉法に基づく事業及び施設の人員、設備及び運営に

関する基準」に定める基準を上回る職員を配置しています。 

＜各職種の勤務体系＞ 

職  種 勤務体系 

園 長 勤務時間帯（ 8:30～17:30） 

主任保育士 勤務時間帯（ 8:30～17:30） 

保育士、教諭 勤務時間帯（ 7:00～18:00） 
勤務時間帯（ 7:30～18:30） 
勤務時間帯（ 8:00～17:00） 
勤務時間帯（ 8:30～17:30） 
勤務時間帯（ 9:00～18:00） 
勤務時間帯（ 9:30～18:30） 
勤務時間帯（10:00～19:00） 

調 理 員 勤務時間帯（ 8:30～17:30） 

事 務 員 非常勤 



※ ローテーションにより各保育士の勤務日及び勤務時間帯は異なります。 

※ 職務の都合上、上記とは異なる勤務時間帯となることがあります。 

 

6.6.6.6. 保育保育保育保育をををを提供提供提供提供するするするする日日日日    

保育を提供する日は、月曜日から土曜日までとします。ただし、年末年始（12 月 29 日

から 1 月 3 日）、祝祭日及び３月の最終土曜日は休園となります。 

 

7.7.7.7. 保育保育保育保育をををを提供提供提供提供するするするする時間及時間及時間及時間及びびびび利用時間利用時間利用時間利用時間    

当園が保育を提供する時間及び保護者が実際に保育を利用する時間は、次のとおりとし

ます。 

（1） 保育標準時間認定に係る保育時間 

保育標準時間認定に係る支給認定証を市町村から交付されている方の場合、７時か

ら１８時までの範囲内で保育を必要とする時間となります（実際に保育を提供する日

及び時間帯は、就労時間その他保育を必要とする時間を勘案し、当園との協議のうえ

で保護者ごとに個別に決定します）。 

なお、７時から１８時までの範囲以外の時間帯においてやむを得ない理由により保

育が必要な場合は、１９時までの範囲内で時間外保育を提供いたします（時間外保育

の利用に当たっては市町村にお支払いいただく通常の保育料の他に別途利用者負担が

必要となります）。 

（2） 保育短時間認定に係る保育時間 

保育短時間認定に係る支給認定証を市町村から交付されている方の場合、８時３０

分から１６時３０分までの範囲内で保育を必要とする時間となります（実際に保育を

提供する日及び時間帯は就労時間その他保育を必要とする時間を勘案し、当園との協

議のうえで保護者ごとに個別に決定します）。 

なお、８時３０分から１６時３０分までの範囲以外の時間帯においてやむを得ない

理由により保育が必要な場合は、７時から８時３０分まで又は１６時３０分）から１

９時までの範囲内で時間外保育を提供いたします（時間外保育の利用に当たっては市

町村にお支払いいただく通常の保育料の他に別途利用者負担が必要となります）。 

（3） 最終登園時間 

保育標準時間認定、保育短時間認定のいずれの認定を受けた場合であっても、最終

登園時間は９時３０分となっております。都合によりやむを得ない場合を除き，９時

３０分までに登園していただきます。 

 

8.8.8.8. 保育保育保育保育をををを利用利用利用利用するするするする曜日及曜日及曜日及曜日及びびびび時間時間時間時間    

保護者が保育を利用する曜日及び時間は、別紙１のとおりとします。 

 

9.9.9.9. 提供提供提供提供するするするする保育等保育等保育等保育等のののの内容内容内容内容    

当園は、保育所保育指針（平成 20 年 3 月 28 日厚労告 141）を踏まえ、以下の保育その

他の便宜の提供を行います。 

（1） 特定教育・保育及び時間外保育の提供 

上記７に記載する時間において保育を提供します。 

（2） 英語教育 

２歳～５歳児を対象として実施します。 

（3） 水泳教育 

５歳児を対象としてスイミングスクールで受講します。 



（4） 送迎 

原則的には、護者により送迎していただきます。都合によりバス送迎を希望する場

合には、送迎を必要とする時間帯その他の条件を勘案して当園との協議のうえで保護

者ごとに個別に実施決定します 

（5） 食事の提供 

児童の年齢に応じ、以下の時間帯に食事の提供を行います。 

 午前間食 昼 食 午後間食 備 考 

０歳児  10 時頃  11 時頃  15 時 30 分頃  

１歳児  10 時頃  11 時頃  15 時 30 分頃  

２歳児  10 時頃  11 時 15 分頃  15 時 30 分頃  

３歳児   11 時 15 分頃  15 時 30 分頃  

４歳児   11 時 15 分頃  15 時 30 分頃  

５歳児   11 時 15 分頃  15 時 30 分頃  

※ 献立表は毎月別途お知らせします。 

※ 食物アレルギー等、体質に合わない食材があればご相談ください。 

 

10.10.10.10. 利用料金利用料金利用料金利用料金    

（1） 特定教育・保育に係る利用者負担（保育料） 

支給認定を受けた市町村に対し、当該市町村が定める保育料をお支払いいただきま

す。 

（2） 保育の提供に要する実費に係る利用者負担金等 

前項の保育料のほか，別紙２に掲げる費用を当園にお支払いいただきます。お支払

方法については，別途お知らせします。 

 

11.11.11.11. 利用利用利用利用のののの終了終了終了終了にににに関関関関するするするする事項事項事項事項    

当園は、以下の場合には保育の提供を終了いたします。 

（1） 利用乳幼児が小学校に就学したとき 

（2） 児童の保護者が児童福祉法又は子ども・子育て支援法に定める支給要件に該当しなく

なったとき 

（3） その他、利用の継続について重大な支障又は困難が生じたとき 

 

12.12.12.12. 嘱託医嘱託医嘱託医嘱託医    

当園は、以下の医療機関と嘱託医契約を締結しています。 

（1） 内科 

医療機関の名称 医療法人玉置医院 

医 院 長 名 玉置 信彦 

所 在 地 田辺市芳養松原 1-13-8 

電 話 番 号 0739-22-2372 

 

（2） 眼科 

医療機関の名称 坂ノ下眼科 

医 院 長 名 坂ノ下 和弘 

所 在 地 田辺市たきない町 21-25 

電 話 番 号 0739-23-3900 



 

（3） 歯科 

医療機関の名称 住吉歯科医院 

医 院 長 名 住吉 増彦 

所 在 地 和歌山県田辺市神島台 13-15 

電 話 番 号 0739-25-6090 

 

13.13.13.13. 緊急時緊急時緊急時緊急時のののの対応対応対応対応    

お預かりしている園児に病状急変等の緊急事態が発生した場合には、保護者に速やかに

連絡を行います。 

 

14.14.14.14. 要望要望要望要望・・・・苦情苦情苦情苦情等等等等にににに関関関関するするするする相談窓口相談窓口相談窓口相談窓口    

当園では、要望・苦情等に係る窓口を以下のとおり設置しています。 

当園ご利用相談窓口 

・窓口担当者 牛田紀美子、山田早希子 
・ご利用時間 ８時３０分～１７時３０分 
電話・Fax ０７３９－２５－２１２６ 
Mail kishinkai@ares.eonet.ne.jp 
担当者が不在の場合は，当園職員までお申し出ください。 

第三者委員 小森淳平、中谷 聡、楠本員久 

※ 当園では上記のほか、園内に要望・苦情等に係る投函箱を設置しています。 

 

15.15.15.15. 非常災害時非常災害時非常災害時非常災害時のののの対策対策対策対策    

非常時の対応 別途定める消防計画書により対応いたします。 

園舎の耐火構造 耐火建築物 

防災設備 

・自動火災報知機 有     ・誘導灯     有 
・ガス漏れ報知機 有     ・非常警報装置  有 
・非常用電源   有     ・スプリンクラー 有 
・その他カーテン、敷物、建具等の防炎処理    有 

避難・消火訓練 避難及び消火の訓練は、毎月 1 回以上実施します。 

 

16.16.16.16. 利用者利用者利用者利用者にににに対対対対してのしてのしてのしての保険保険保険保険のののの種類種類種類種類・・・・保険事故保険事故保険事故保険事故・・・・保険金額保険金額保険金額保険金額    

当園においては、以下の保険に加入していただきます。 

保険の種類 独立行政法人日本独立行政法人日本独立行政法人日本独立行政法人日本スポーツスポーツスポーツスポーツ振興振興振興振興センターセンターセンターセンター災害共済給付災害共済給付災害共済給付災害共済給付    

児童１人あたりの共済掛金は年額 375 円 (うち、保護者負

担 240 円) 

保険の内容 保育所の管理下における児童の負傷、疾病、障害又は死亡

に対して医療費、障害見舞金、死亡見舞金の支給がありま

す。 

保険金額（補償限度額） 負傷負傷負傷負傷・・・・疾病疾病疾病疾病    

医療費用が 5,000 円以上である負傷に対して療養費用の

40%が給付。 
障害障害障害障害    

負傷・疾病が治癒した後に残った障害(1 級～14 級)に対し

て 3,770 万円～41 万円が給付。 
死亡死亡死亡死亡    

事件及び疾病に起因する死亡に対して 2,800 万円～1,400
万円が給付。 

※詳しくは、別途配布する保険のしおりを御確認ください。 

 



17.17.17.17. 当園当園当園当園におけるそのにおけるそのにおけるそのにおけるその他他他他のののの留意事項留意事項留意事項留意事項    

喫煙 当園の敷地内はすべて禁煙です。 

宗教活動、政治活動、

営利活動 

利用者の思想、信仰は自由ですが、他の利用者に対する宗教

活動、政治活動及び営利活動はご遠慮ください。 

 

18.18.18.18. そのそのそのその他他他他    

この説明書に定めるもののほか、入園、利用に当たっての詳細な留意事項等については、

別途、当園が作成する入園のしおりにおいて提示するものとします。 

 

 

 

 

 

 



当園と保護者との個別決定事項 

 

1.1.1.1. 利用利用利用利用するするするする曜日曜日曜日曜日（○を記入する）（※注）    

      

月曜 火曜 水曜 木曜 金曜 土曜 

 

 

2.2.2.2. 利用利用利用利用するするするする時間時間時間時間    

 

時     分 から     時     分まで 

ただし、最終登園時間は午前９時３０分までとします。 

 

＜備考＞（例えば土曜日だけ平日と保育希望時間が異なる場合等に記入してください） 

 

 

 

 

（※注）ここで設定した時間に基づき月々の利用者負担額（月額保育料）が決まります。また時間

外保育料等の取扱いにも影響が生じる場合がありますのでご了承ください。 

 

 

3.3.3.3. そのそのそのその他契約事項他契約事項他契約事項他契約事項（必要箇所に記入）    

通園バスによる送迎の要否  （ 不要 ・ 必要  ） 

  

別紙 １ 

        



利 用 者 負 担 金 

 

1.1.1.1. 全員全員全員全員がががが対象対象対象対象となるものとなるものとなるものとなるもの    

特定教育・保育の提供に要する利用者負担金 

項  目 内容、負担を求める理由及び目的 金  額 

保護者会費 

保護者同士の親睦及び情報交換、保育園行

事への協力を通じて保育所と家庭が力を

合わせて児童の育成にあたるため保護者

会の組織及び運営を行う。 

月額 500 円 

２号認定児(3～5 歳児)
の主食費 

特定保育の施設型給付費に含まれず、保護

者負担とされている主食の提供を保育園

が代行する。 
月額 800 円 

日本ｽﾎﾟｰﾂ振興ｾﾝﾀｰ災害

共済負担金ｰ 

保育所の管理下における児童の負傷、疾

病、障害又は死亡に対して医療費、障害見

舞金、死亡見舞金の請求が行えるよう、法

律にもとづき加入する。 

年額 240 円 

 

2.2.2.2. 該当者該当者該当者該当者（（（（利用者利用者利用者利用者））））のみのみのみのみ対象対象対象対象となるものとなるものとなるものとなるもの    

項  目 内容、負担を求める理由及び目的 金  額 

延長保育料 

標準時間保育 降園時間 18:30～19:00 
 
短時間保育  登園時間  7:30～ 8:00 
       登園時間  7:00～ 7:30 

降園時間 17:00～17:30 
       降園時間 17:30～18:00 
       降園時間 18:00～18:30 
       降園時間 18:30～19:00 
登園時、降園時それぞれに延長保育料を徴

収する。 

100 円 
 
100 円 
200 円 
100 円 
200 円 
300 円 
400 円 

アルバム代 児童の成長を記録するアルバムの製作費 月額 300 円 

絵本代 個別配布する一括購入の絵本代 
月額 400 円 
(金額変動あり) 

英語講師費用 
(2～5 歳児対象) 

外国人講師の英語による保育費 
月額 700 円 
(金額変動あり) 

ｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ受講費 
(5 歳児対象) 

ｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙでの水泳教室受講費 
月額 6,250 円 
(金額変動あり) 

お別れ遠足費用 

(3～5 歳対象) 
交通費、入園料その他雑費 

2,700 円 

(金額変動あり) 

ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ予防接種 予防接種費用 3,000 円(2 回) 

送迎バス費 バスによる送迎費用 

片道利用 
2,000 円 

往復利用 
 3,000 円 
兄弟往復利用 
 5,000 円 

 

 

  

別紙 ２ 



重要事項説明について 

 

 

当園における保育の提供を開始するにあたり、本書面に基づき重要事項の説明を行

いました。 

 

保育所名：こどものへや保育園 

説明者氏名：園長 牛田紀美子 

 

 

 

 

 

 

 

重要事項同意書 

 

私は、本書面に基づいてこどものへや保育園の利用にあたっての重要事項の説明を

受け、同意しました。 

 

 

 

年  月  日 

 

 

 

保 護 者 住 所： 

児 童 氏 名： 

保 護 者 氏 名：                     ○印  

児童から見た続柄： 

 

 

  



 

個人情報使用同意書 

 

貴園への入園にあたり、私及び私の子ども並びにその家族に係る個人情報について、

以下の目的のために必要最小限の範囲内において使用することに同意します。 

 

 

記 

○ 小学校への円滑な移行が図れるよう、卒園にあたり入学する予定の小学校と

の間で情報を共有すること 

○ 他の保育所等へ転園する場合その他きょうだいが別の施設等に在籍する場

合において、他の施設との間で必要な連絡調整を行うこと 

○ 緊急時において、病院その他関係機関に対し必要な情報提供を行うこと 

 

 

 

 

こどものへや保育園 

 園長 牛 田 紀美子 様 

 

 

年  月  日 

 

 

 

保 護 者 住 所： 

児 童 氏 名： 

保 護 者 氏 名：                     ○印  

児童から見た続柄： 

 


